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臨時総会・説明会・意見交換会が開催されました

先日、1月25日（木）に準備組合事務所にて平

成29年度第１回臨時総会と第7回説明会、意見交

換会が行われましたので、ご報告いたします。

臨時総会では、役員（監事）の選任議案に対す

る議決を行い、全出席者一致で承認され、

小勝隆之氏に決定いたしました。

説明会では、専門コンサルタントより今後のま

ちづくりや準備組合として行うべき事項について

説明を行いました。今後、「建物調査」や「個別

ヒアリング」を実施してまいりますので、皆さま

のご協力のほど、よろしくお願いいたします。

詳細は2～3ﾍﾟｰｼﾞをご覧ください

理事長挨拶 理事長 柳下清・花井康明・大橋充

日頃より当地区のまちづくりにご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現在、都市計画決定の手続きが進行中です。準備組合としても今後、権利者の皆さまが

お住まいの「建物調査」や、権利変換のご意向を伺う「個別ヒアリング」を実施してい

きます。そのため、今回の説明会にて専門コンサルタントよりお話を伺いました。

当地区における、より魅力的なまちづくりの実現のため、今後とも何卒よろしくお願

い申し上げます。

【 臨時総会 】

・役員の退任の報告

・役員（監事）の選任

【 第７回説明会 】

・今後のスケジュール

・従前資産の考え方

・建物調査の実施について

・権利者ヒアリングの実施について

【 意見交換会 】

・意見交換



第7回説明会の報告について

①今後のスケジュールについて

②従前資産評価の考え方

平成16年に「街並み再生地区」に指定されて以降、長い時間をかけてまちづくりについて検討を進

めてまいりました。準備組合設立以降は、平成30年春頃の「都市計画決定」に向けて準備を進めてま

いりましたが、次目指すのは来年（平成３１年）春頃の「市街地再開発組合の設立」です。

コンサルタントより、権利者の皆さまがお持ちの従前資産（土地と建物）の評価について説明を行い

ました。

説明会にて配布した資料の抜粋版です



第7回説明会の報告について

③建物調査の実施について

実施内容についてコンサルタントより説明を行いました。建物調査の実施日程に関するご連絡は事務

局より順次個別にご案内させていただきます。

説明会にて配布した資料の抜粋版です



第２回権利者ヒアリングの実施について

現在、権利者の皆さまを対象とした「第２回権利者ヒアリング」を実施いたしております。

ご希望の日時を事務局までお知らせいただけますようお願いいたします。

～ 本ニュース・活動に関するご質問・ご意見等ございましたら下記までお問合せください ～

[南池袋二丁目Ｃ地区市街地再開発準備組合事務局]

事務所TEL：03-5396-7730／ mail：minamiike-c@tokyo.email.ne.jp

編集後記

準備組合設立以後、平成30年春の「都市計画決定」を

目指して検討を進めてまいりました。次のステップは

平成31年春「市街地再開発組合設立」です。いよいよ

建物調査もはじまります。権利変換を行うために必要

な準備ですので、皆さまご協力お願いいたします。

事業に係る心配事、ご意見等ございましたら、いつで

も事務局までご相談ください。

今月６日、区にて当地区における都市

計画原案に関する説明会が行われます。

ご提出いただいた意見書に対する区の

考え方など説明される予定で、会の後

には、まちづくり・都市計画に関する

個別相談会も行われます。
【 準備組合HPも是非ご覧ください 】

[URL]http://minamiike-c.wixsite.com/main

ご都合の良い日時を
事務局までお知らせ
ください。

 実施期間

・戸建て等の権利者の方：１月２９日（月）～２月１８日（日）

・パームス東池袋の方 ：２月１９日（月）～３月３１日（土）

実施時間

１０時～１８時（１時間程度） ※土日祝日・時間外も可能です

場所

準備組合事務所 ※遠方の方、ご来所が難しい方はご相談ください

内容

ご資産の確認と権利変換についてのご希望

施設計画について

借家人（テナント）に関するご希望（※大家さんのみ）

対応者

コンサルタントおよび事務局員２名程度

戸建て等の方には既に別途ご案
内をお配りしております。
パームスの方には２月上旬にお
届けいたします。


